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1. 序論：2025年末における生成AIガバナンスの地政学的転
換 
2025年は、生成AI（Generative AI）の社会実装が不可逆的な段階へと進展する一方で、その法規
制とガバナンスにおいて世界的な分断と再構築が同時に進行した分水嶺の年となった。欧州連合（

EU）においては、包括的な規制枠組みである「AI法（EU AI Act）」が完全施行の段階を迎え、米国に
おいては政権交代に伴う劇的な規制緩和への転換が発生し、中国においては司法主導による厳格

な権利保護基準が確立された。 

このような激動の国際情勢の中、日本政府（内閣府知的財産戦略本部）は2025年12月26日、「生成
AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード（仮称）
（案）」（以下、「本プリンシプル・コード案」または「本コード案」）を公表し、パブリックコメントの募集を

開始した 1。この動きは、日本の著作権法第30条の4が提供する世界的に稀有な「イノベーション親
和的」な法的環境を維持しつつ、国内外から高まるクリエイター保護と透明性確保の要請に応答す

るための、極めて日本的かつ戦略的な「第三の道」を示唆するものである。 

本報告書は、この本プリンシプル・コード案の詳細な構造と意図を解剖するとともに、同時期（2025
年末時点）における米国、EU、中国の最新規制動向と徹底的に比較分析を行う。特に、各法域が採
用する「透明性（Transparency）」の定義、権利者保護のアプローチ、そして執行メカニズム（
Enforcement Mechanism）の差異に着目し、日本企業及びグローバル企業が直面する複層的なコ
ンプライアンス課題を浮き彫りにすることを目的とする。 

 



 
 

2. 日本「プリンシプル・コード（案）」の詳解：ソフトローによる協
調的規律の設計 
2.1 策定の背景：著作権法第30条の4と「AI開発天国」の修正 
日本における生成AI規制の議論は、2018年の著作権法改正によって導入された第30条の4（非享
受目的の利用における権利制限規定）を出発点としている。同条は、情報解析（AI学習を含む）を目
的とする場合、営利・非営利を問わず、原則として著作権者の許諾なく著作物を利用できることを定

めている。この規定により、日本は「機械学習パラダイス」とも称され、国際的なAI開発拠点としての
優位性を確保してきた 3。 

しかし、2023年以降の生成AIの急速な普及に伴い、クリエイターやコンテンツ産業界からは、「自ら



の作品が許諾なく学習され、類似した生成物が市場で競合すること」に対する強い懸念（フリーライド

批判）が噴出した。これに対し、内閣府の「AI時代の知的財産権検討会」等は、法改正による権利制
限の縮小（イノベーション阻害のリスク）を回避しつつ、権利者の不安を払拭するための実効的な手

段を模索してきた。その到達点が、今回提示された「プリンシプル・コード」である 3。 

本コード案は、法律（ハードロー）による一律の規制ではなく、関係事業者が遵守すべき行動規範（ソ

フトロー）を策定し、その遵守状況を可視化することで、市場メカニズムを通じた規律を働かせる「共

同規制（Co-regulation）」のアプローチを採用している点が最大の特徴である。 

2.2 「Comply or Explain」アプローチの採用とメカニズム 
本コード案の核心的な設計思想は、企業統治（コーポレートガバナンス）やスチュワードシップ・コード

で実績のある「Comply or Explain（遵守せよ、さもなくば説明せよ）」原則の導入にある 5。 

2.2.1 制度設計の意図 

従来の日本のAIガイドラインが単なる「努力目標」にとどまりがちであったのに対し、本コード案は、
遵守状況の開示と説明を強く推奨することで、実質的な拘束力を生み出そうとしている。内閣府や関

連団体は、本コードに賛同し遵守する企業名のリスト化や公表を行うことが想定されており、これは

投資家や取引先からの評価に直結するインセンティブ設計となっている 7。 

2.2.2 具体的な要求事項（チェックリストの構成） 

本コード案では、AI開発者、サービス提供者、および利用者に対して、それぞれの役割に応じた透明
性確保措置を求めている。具体的には、以下の項目を含む「チェックリスト」や「開示シート」の活用

が想定されている 7。 

●​ 学習データのトレーサビリティ: 
○​ 使用したデータセットの種類（テキスト、画像、音声等）および収集源（Webクローリング、ラ

イセンス購入、パブリックドメイン等）の概要開示。 
○​ 特定の著作物が含まれているかどうかの確認手段（検索機能等）の提供努力。 

●​ オプトアウトの尊重: 
○​ 権利者が機械可読な方法（robots.txt等）やその他の合理的な手段で示した「学習拒否（オ

プトアウト）」の意思表示を、技術的に可能な範囲で尊重すること。 
○​ 法的義務との関係: 著作権法第30条の4の下では、オプトアウトを無視しても直ちに違法と

はならない解釈が一般的であるが、本コードはこれを「商慣習・倫理的規範」として尊重す

ることを求めるものであり、法と倫理の隙間を埋める役割を担っている。 
●​ 権利侵害対応窓口の設置: 

○​ 権利者からの申立てを受け付ける窓口の設置と、侵害が確認された場合の迅速な対応プ
ロセス（Notice and Takedownに準じた対応や、追加学習による出力抑制等）の整備。 

2.3 パブリックコメントの争点と実務への影響 
2025年12月26日から開始されたパブリックコメント募集 3 において、以下の論点が主要な争点となる
と予想される。 



1.​ 実効性の担保: 法的罰則がない中で、開発リソースに余裕のないスタートアップや、日本市場
に進出する海外巨大テック企業がどこまで本コードを遵守するか。 

2.​ オプトアウトの技術的標準: 「機械可読なオプトアウト」の具体的な技術標準（ai.txtやC2PA等）
が指定されていない場合、現場の混乱を招く懸念。 

3.​ 「説明（Explain）」の許容範囲: 「技術的に困難であるため遵守しない」という説明がどこまで許
容されるか。安易な説明による抜け穴化のリスク。 

本コード案は、日本企業に対しては「コンプライアンス」として事実上の義務化が進む一方、グローバ

ル展開するAIモデルにとっては、日本市場特有のローカルルールとして機能することになる。 

3. 欧州連合（EU）：AI法とGPAI実務規範による厳格な規律 
日本のソフトローアプローチと対極にあるのが、2025年8月から完全施行フェーズに入ったEUの
ハードロー体制である。 

3.1 EU AI法（AI Act）における透明性義務の法的構造 
EU AI法（Regulation (EU) 2024/1689）は、汎用AI（GPAI）モデルの提供者に対し、第53条において
法的拘束力のある透明性義務を課している 10。 

●​ 技術文書の作成と保存: モデルの学習プロセス、計算資源、データソースに関する詳細な技術
文書を作成し、AIオフィス（規制当局）および各国の所管官庁に提出できるようにすること。 

●​ 著作権法の遵守方針: 著作権法（特にDSM指令第4条のTDM例外におけるオプトアウト規定）
を遵守するための方針（Policy）を策定し、公開すること。 

●​ 学習データの詳細要約の公開: 学習に使用されたコンテンツについての「十分に詳細な要約（
sufficiently detailed summary）」を一般公開すること。 

3.2 2025年7月「GPAI実務規範（Code of Practice）」の実装 
AI法の義務を具体化するため、2025年7月に欧州委員会は「GPAI実務規範（Code of Practice）」を
正式に承認・公表した 12。この規範は、AI法第53条の遵守を実証するための「セーフハーバー」とし
て機能する。 

3.2.1 テンプレートによる厳格な開示管理 

GPAI実務規範は、抽象的な「透明性」を具体的な報告様式（テンプレート）へと落とし込んでいる。 

●​ モデル文書化フォーム（Model Documentation Form）: データセットのカテゴリごとの割合、
主なデータプロバイダー、著作権保護対象物の含有状況、クローリングの対象範囲などを記載

する詳細な様式が定められている 12。 
●​ 著作権ポリシーの具体化: 「Webクローリングを行う際は、robots.txt等の権利留保（

Reservation of Rights）を識別し、遵守するための最先端技術を導入すること」が明記されてい
る 14。 



3.3 日本案との比較：法的拘束力と執行力の決定的差異 
●​ 執行メカニズム: EUの場合、AI法違反には最大で全世界売上高の3%または1500万ユーロ（い

ずれか高い方）という巨額の制裁金が科される 16。対して日本のプリンシプル・コードは、違反に
対する行政罰はなく、あくまで「市場からの評価」という間接的なサンクションに依存している。 

●​ 域外適用: EU AI法は「ブリュッセル効果」を意図しており、EU市場にAIシステムを提供するあら
ゆる国の事業者に適用される。日本案もグローバル企業への適用を期待しているが、強制力

がないため、実効性には疑問符がつく。 

 

 
 

4. 米国：大統領令による連邦プレエンプションとフェアユース
論争 
2025年末の米国の状況は、政権交代に伴う劇的な方針転換により、日欧とは全く異なる軌道を描い



ている。 

4.1 2025年12月11日大統領令「Ensuring a National Policy Framework for 
AI」 
2025年12月11日、トランプ大統領は新大統領令「国家AI政策枠組みの確保（Ensuring a National 
Policy Framework for Artificial Intelligence）」に署名した 17。この大統領令は、バイデン政権下で
進められていた安全性重視の規制路線を転換し、AI開発における米国の覇権維持を最優先するも
のである。 

●​ 州法の無効化（Preemption）: カリフォルニア州などが制定していた厳格なAI規制（SB 1047な
ど）を「イノベーションを阻害するパッチワーク状の規制」と断じ、連邦レベルでの統一基準（

minimally burdensome national standard）によってこれらを無効化（preempt）する方針を打
ち出した。 

●​ 透明性規制への影響: 連邦取引委員会（FTC）に対し、AIモデルの出力に対する変更（検閲とみ
なされるもの）や、憲法修正第1条（言論の自由）に抵触するような情報開示を強制する州法を
排除するよう指示している。これは、日本やEUが求める「詳細な透明性」が、米国では「過剰規
制」として排除される可能性を示唆している。 

4.2 著作権局「AIレポート Part 3」と市場主導の解決 
法規制による透明性確保が後退する一方で、著作権とAI学習の関係については、2025年5月に米
国著作権局が公表した「著作権と人工知能に関する報告書 Part 3（生成AIの学習）」が重要な指針
となっている 19。 

●​ フェアユースの解釈: 報告書は、AI学習のための著作物利用が「カテゴリとしてフェアユース（公
正利用）に該当するわけではない」と結論付けた。特に、市場において元の著作物と競合する

ような生成AIモデルの学習利用については、フェアユースの成立に否定的な見解を示してい
る。 

●​ ライセンス市場の推奨: 一方で、強制許諾（Statutory Licensing）のような新たな法制度の導入
には慎重であり、当事者間の自由な契約によるライセンス市場の発展を推奨している。これに

より、大手AI企業と大手メディア・出版社との間での個別ライセンス契約（The New York Times
やNews Corp等との契約）が加速している 21。 

4.3 日本案との比較：司法解決 vs 行政指導 
●​ アプローチの違い: 米国は「司法（訴訟によるフェアユース判断の確定）」と「市場（個別ライセン

ス契約）」に解決を委ねるアプローチである。透明性法案（AI Foundation Model Transparency 
Act）も提出されているが 22、上記大統領令の方針により成立の見込みは薄い。 

●​ 日本への示唆: 日本案が目指す「行政指導型のソフトロー」は、米国の現在の「規制撤廃・市場
原理主義」とは相容れない部分がある。米国企業は、日本市場においては日本版コードに従う

ポーズを見せつつも、本国では透明性開示を拒否するという二重基準（ダブルスタンダード）を

取る可能性が高い。 



5. 中国：厳格な「適法ソース」要件と司法による創作性判断 
中国は、国家安全保障と産業振興の両立を図るため、独特の「ハードロー」と厳格な司法判断を組

み合わせている。 

5.1 「生成AIサービス管理暫定弁法」の運用と「適法ソース」 
2023年8月に施行された「生成AIサービス管理暫定弁法」は、2025年現在も中国のAI規制の中核を
なしている 23。 

●​ 適法ソース（Lawful Source）義務: 同法は、学習データが「他人の知的財産権を侵害していな
いこと」を明確に求めている。これは日本の「非享受目的であれば原則適法（30条の4）」や米
国の「フェアユース」とは根本的に異なる、最も厳しい要件である。 

●​ アルゴリズム届出（Filing）: サービス提供者は、アルゴリズムの届出時に学習データのソース
に関する詳細な情報を当局に提出し、セキュリティ評価（Security Assessment）に合格しなけ
ればならない。これは「Comply or Explain」のような事後的な説明ではなく、市場参入のための
事前要件である。 

5.2 北京インターネット法院判決（2025年）に見る厳格な創作性基準 
2025年9月、北京インターネット法院はAI生成画像の著作物性に関する注目すべき判決を下した 26

。 

●​ 人間の知的寄与の立証: 裁判所は、AI生成物が著作権で保護されるためには、ユーザーがプ
ロンプトの設計、パラメータの調整、生成後の修正などにおいて「独自の知的労働（Original 
Intellectual Contribution）」を行ったことを、詳細なログやプロセス記録によって立証しなけれ
ばならないとした。 

●​ 「誰が主張し、誰が証拠を出すか」: 単にAIを使って生成しただけでは権利は認められず、創作
プロセスの「痕跡」を残し、それを証拠として提出する責任がユーザー側に課された。 

5.3 日本案との比較：事前検閲 vs 事後透明性 
●​ 規制のタイミング: 中国は「入り口（学習データの適法性確認）」と「出口（生成物の創作性立

証）」の両方で厳格なハードルを設けている。対して日本案は、入り口を広く開放（30条の4）し
つつ、事後的な透明性（コードによる説明）でバランスを取る設計である。 

●​ 実務的負担: 中国でAIビジネスを行う企業は、すべての学習データの権利処理（ライセンス取得
等）を完了させる必要があり、コストは極めて高い。日本のアプローチは、このコストを低減しイ

ノベーションを促進する点では優位性があるが、権利者からの反発リスクを常に抱えることにな

る。 

6. 比較分析：4極における「透明性」と「権利保護」のマトリクス 
以下の表は、本報告書の分析に基づき、4つの主要地域における規制フレームワークの核心的要素
を比較したものである。特に、日本の「プリンシプル・コード（案）」が他国といかに異なる位置付けに



あるかを明確化する。 

 

 
 



6.1 比較の要点：透明性の「質」と「目的」 
1.​ 透明性の「粒度」の差異: 

○​ EU: 「監査」に耐えうる粒度。規制当局がコンプライアンス違反を摘発するための詳細なテ
ンプレートに基づく。 

○​ 中国: 「検閲」のための粒度。国家安全保障やイデオロギー統制の観点から、データの全
容把握を目的とする。 

○​ 日本: 「対話」のための粒度。権利者が自らの著作物が使われているかを確認し、オプトア
ウト等の対話を始めるためのきっかけ作りを主眼とする。 

2.​ オプトアウトの位置づけ: 
○​ EU: 法的権利。オプトアウトされたデータの利用は明確な違法行為となる。 
○​ 日本: 紳士協定。法的には利用可能（30条の4）だが、コードによって「尊重すること」が強く

推奨される。この「法と規範の二重構造」が日本特有の複雑さと柔軟性を生んでいる。 
○​ 米国: 契約・技術的措置。法的なオプトアウト制度はなく、robots.txtや利用規約（ToS）によ

る自衛と、それを破った場合の契約違反・不正競争防止法違反の訴訟リスクによって規律

される。 

6.2 執行力とインセンティブ構造 
日本が採用した「Comply or Explain」は、市場の規律に依存するため、その成否は「情報開示を受
け取る側（投資家、ユーザー企業、クリエイター団体）」の監視能力にかかっている。スチュワードシッ

プ・コードの歴史を参照すれば、形式的な「Explain（説明）」が横行し、形骸化するリスクも否定できな
い。一方、EUや中国のような強力な罰則付き規制は、コンプライアンスコストを増大させ、AI開発の
スピードを鈍化させる副作用がある。日本の選択は、このトレードオフの中で「開発スピード」を優先

しつつ、最低限の「信頼」を確保しようとするギリギリのバランスの上に成り立っている。 

7. 結論及び日本への戦略的示唆 
2025年12月に提示された「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関する
プリンシプル・コード（仮称）（案）」は、グローバルなAI規制の潮流の中で、極めて日本的な「協調的リ
アリズム」を体現している。 

7.1 日本の立ち位置：独自の「第3の道」 
欧州の「規範的要塞化」、米国の「市場原理的覇権」、中国の「国家統制的管理」のいずれとも異な

る、ソフトローとハードロー（著作権法30条の4）を巧みに組み合わせたハイブリッドモデルである。こ
れは、資源（データ・計算力）を持たざる国が、AI産業を育成しつつ文化産業との摩擦を最小化する
ための苦肉の策とも言えるが、同時に、硬直的な法規制が技術進化に追いつけない現代において、

最も合理的かつ柔軟なガバナンスモデルとなり得る可能性を秘めている。 

7.2 今後の課題と展望 
本コード案が所期の目的を達成するためには、以下の要素が不可欠となる。 



1.​ 「Explain」の質の評価: 企業が行う「説明」が妥当かどうかを評価する第三者機関や、市場（投
資家・ユーザー）のリテラシー向上が求められる。 

2.​ 国際的な相互運用性の確保: EUのAI Act適合を目指す日本企業にとって、本コードの遵守が
EU基準の一部（例えば透明性要件）を満たすものとして認められるような、規制間のブリッジ機
能を持たせることが重要である。 

3.​ 対米・対中リスクへの備え: 米国のデータアクセス規制緩和や中国のデータ囲い込みが進む
中、日本が「世界のデータ・スイス（中立的なデータハブ）」として機能するためには、本コードに

よる透明性が国際的な信頼の担保とならなければならない。 

結論として、本プリンシプル・コード案は、単なる国内向けのガイドラインにとどまらず、2025年以降
のグローバルなAIデータエコノミーにおいて日本が生き残るための国家戦略の要となる文書である。
関係各所には、パブリックコメントを通じて本案をより実効性の高いものへと練り上げることが強く期

待される。 

以上 
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